
⻑期化する新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても事業を継続でき
るよう、市内飲⾷店等に対し⽀援⾦を交付します。

1 .⽀援⾦対象事業者
「いわて飲⾷店安⼼認証制度」で認証を受けている店舗を

市内に有する事業者

2 .⽀援⾦額
市内の認証店舗１店舗あたり10万円

3 . 必要書類
①⽀援⾦申請書兼請求書、誓約書
②「いわて飲⾷店安心認証店」の認証通知書の写し
③①と②の名義が異なる場合は両者の関係が確認できる書類

４.申請方法
①申請書を市ホームページ、市商工観光課、各地区生活応援

センターで入手
②申請書に必要事項を記入し、必要書類を揃える
③申請書、必要書類を下記提出先または各地区生活応援

センターに提出
５.提出先
〒026-8686 釜石市只越町3-9-13 第3庁舎１Ｆ
商工観光課

６．申請期間
令和３年１０⽉１⽇（⾦）

〜令和４年２月２８日(月)
※ 申 請 締 め 切 り 日 が 県 ⽀ 援 ⾦ と 異 な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。

かまいし飲⾷店安⼼認証⽀援⾦

ホームページは
こちらから➡

お問い合わせ︓市商⼯観光課 商⼯業⽀援係 ☎27-8421

いわて飲食店安心認証制度
●対象店舗
客席を設けて食事などを提供する飲食店（喫茶店含む）、
飲食部門のある宿泊施設など

●認証要件
「岩手県飲食店新型コロナ感染対策認証基準」を満たすこと

←いわてホームページ


